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災 害 時 、 自 力 で 避 難 す る 事 が 難 し い 高 齢 者

や 障 が い 者 に 対 す る 対 策 の ひ と つ で あ る 要 援

護 者 の 名 簿 作 成 は 、 従 来 の 制 度 で は 「 避 難 支

援 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基 づ き 、 作 成 を 市 町 村 に

求 め る の み で あ っ た 。 今 回 、 災 害 対 策 基 本 法

の 一 部 改 正 に よ り 名 簿 作 成 が 市 町 村 に 義 務 付

け ら れ 、 災 害 が 発 生 し た 場 合 は 、 本 人 同 意 が

無 く て も 必 要 な 個 人 情 報 を 提 供 で き る よ う に

な っ た 。 災 害 時 要 援 護 者 の 避 難 対 策 等 に つ い

て 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  


